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（　）内は前月比

8,441人
4,170人
4,271人
3,458世帯

転入  5人  /  出生 1人
転出  22人  /  死亡 12人

（11月1日現在）

（10月中）

ごめいふくをおいのりします
地　区（届出人）死　亡　者

月
12

の
納
税

お
忘
れ
の
納
税
は
あ
り
ま
せ
ん

か
？
未
納
が
あ
り
ま
し
た
ら
土
日

祝
祭
日
も
納
税
が
で
き
ま
す
。

日
直
者
が
対
応
し
ま
す
の
で
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

午
前
８
時
３０
分
〜
午
後
５
時
１５
分

ま
で

※
納
付
書
と
現
金
を
釣
り
銭
の
な

い
よ
う
に
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

納
税
の
お
忘
れ
に
ご
注
意
を
、口

座
の
確
認
も
お
忘
れ
な
く
！

12
月
27
日（
土
）・28
日（
日
）

１２
月
は
町
税
一
斉
滞
納
整
理
月
間

で
す
。

納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？
あ

れ
っ
と
思
っ
た
ら
総
務
課
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

12
月
25
日（
木
）で
す
。

11
月
末
ま
で
に
、役
場
へ
請
求
書

等
を
提
出
さ
れ
た
分
で
す
。

請
求
書
の
宛
名
は「
下
仁
田
町
長

（
○
○
課
）」で
お
願
い
し
ま
す
。

1
月
29
日（
木
）で
す
。

請
求
書
等
は
、12
月
２６
日
ま
で
に

役
場
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険
税（
第
６
期
） 

介
護
保
険
料（
第
６
期
） 

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料（
第
６
期
）

納
期
限
は
い
ず
れ
も
１２
月
２５
日

（
木
）で
す
。

今
回
の
休
日
納
税
相
談
日

12
月
の
支
払
日

1
月
の
支
払
日

渡　邊　君　枝
掛　川　庫　造
下　山　キクジ
田　村　幸　子
齋　藤　君　夫
大　塚　英　子
荻　野　さと子
神　宮　絹　子
黒　田　つる子
黒　澤　毅　八
今　井　義　男
鈴　木　　遜

（宮崎光子）
（恒　子）
（正　勝）
（一　雄）
（昇　久）
（　光　）
（喜久雄）
（茂田悦治）
（尚　久）
（忠　之）
（洋　紀）
（玉　榮）

下　町
吉　崎
蒔　田
緑ヶ丘
大　坂
旭　町
横　間
東　町
旭　町
大桑原
川　井
下　町

地　区
ご結婚おめでとう

堀　口　慎　征　　 （中　央）
山　口　久美子　　 （中之条町）
恩　田　典　之　　 （蒔　田）
今　井　梨　恵　　 （中　央）

氏　名

｛
｛

地　区
ご出産おめでとう

ゆう　 　ま

白　鷹　悠　真 （白鷹豪人・茜）　川　井

（保護者）出　生　児

年末年始業務のお知らせ

有料広告募集中!!
お問い合わせ：下仁田町役場　総務課行政係　☎82-2111（内線302）

平成２6年１２月
月　日

庁舎・機関名

下仁田町役場
保健センター
西牧出張所
ふるさとセンター
自然史館

公民館

荒船の湯
しもにたバス

下仁田厚生病院

ごみ処理業務
収集（有）エコトピア

焼却場

火葬場

し尿汲取り・浄化槽清掃
（有）下南興業社
（有）荒船環境興業

平成２7年１月

２8
（日）

29
（月）

30
（火）

2
（金）

3
（土）

4
（日）

5
（月）

１２/２7～１/4まで休庁
１２/２7～１/4まで休館
１２/２7～１/4まで休館
１２/２7～１/4まで休館
１２/２7～１/5まで休館
１２/２7～１/4まで休館

※ただし、図書の貸出・貸館は１２月２6日（金）まで

12/31～３まで休業
１２/２8～１/4まで休業

（注）１２月２３日（火）、２7日（土）は、（有）下南興業社のみ
　　通常業務を行います。
（注）年末の申し込みは、１5日（月）までにお願いします。

31
（水）

××
× ×

１２/３０～１/１まで休館

１２/31～１/4まで休業

※ただし、急患は対応します

２7
（土）

１２/30～１/4まで休業

（注）ごみ焼却場は、12月29（月）、30日（火）は、午前8時30
分から午後4時まで「燃えるごみ」に限り受け入れます。

（注）12月20日（土）、21日（日）、23日（火）、27日（土）、
28日(日)は、焼却場への持込はできません。

１２/３０～１/３まで運休
１２/２7～１/4まで休診

1
（木）


